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(第 1条 関 係 )寒 川 町 事 務 決 裁 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  

別 表 第 2(第 4条 、 第 5条 関 係 ) 

(略 ) 

  総 務 部  

主

管

課

の

区

分  

決 裁

区 分  

 

 

決 裁

事 項

町

長

副

町

長

部 長  課 長  摘

要  

(略 )  

税

務

課  

 

 

 

 

 

 

 

税 の

賦 課

及 び

徴 収  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 税 制

及 び 税 務

事 務 の 総

合 企 画  

2 異 議

申 立 の 処

理  

 

 

 

 

 

 

1 賦 課

額 の 決 定

及 び 更 正  

2 納 税

義 務 者 の

異 動 申 告

の 処 理  

3 町 税

申 告 の 処

理  

4 納 税

管 理 人 申

告 書 の 処

理  

5 随 時

課 税 の 納

期 決 定  

6 税 の

検 査 の 実

施  

(略 ) 

収

納

対

策

課  

税 の

徴 収  

  1  税 制 及

び 税 務 事

務 の 総 合

企 画  

2  異 議 申

立 の 処 理  

3  納 税 徴

収 計 画  

1  納 税 管

理 人 申 告

書 の 処 理  

2  徴 収 の

受 託  

3  町 税 の

調 定  

4  税 の 検

～ 略 ～  

別 表 第 2(第 4条 、 第 5条 関 係 ) 

(略 ) 

 総 務 部  

主

管

課

の

区

分  

決 裁

区 分  

 

 

決 裁

事 項

町

長

副

町

長

部 長  課 長  摘

要  

(略 )  

税

務

課  

 

 

 

 

 

 

 

税 の

賦 課

及 び

徴 収  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 税 制

及 び 税 務

事 務 の 総

合 企 画  

2 審 査

請 求 の

処 理  

 

 

 

 

 

 

1 賦 課

額 の 決 定

及 び 更 正  

2 納 税

義 務 者 の

異 動 申 告

の 処 理  

3 町 税

申 告 の 処

理  

4 納 税

管 理 人 申

告 書 の 処

理  

5 随 時

課 税 の 納

期 決 定  

6 税 の

検 査 の 実

施  

(略 ) 

収

納

対

策

課  

税 の

徴 収  

  1  税 制 及

び 税 務 事

務 の 総 合

企 画  

2  審 査 請

求 の 処 理  

3  納 税 徴

収 計 画  

1  納 税 管

理 人 申 告

書 の 処 理  

2  徴 収 の

受 託  

3  町 税 の

調 定  

4  税 の 検
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 査 の 実 施  

 (略 ) 
 

 査 の 実 施  

(略 ) 
 

  町 民 部  

主

管

課

の

区

分  

決 裁

区 分  

 

 

決 裁

事 項

町

長

副

町

長

部 長  課 長  摘

要  

(略 )  

町

民

窓

口

課  

戸 籍    異 議 申 立

書 の 処 理  

1  納 税 管

理 人 申 告

書 の 処 理  

2  徴 収 の

受 託  

3  町 税 の

調 定  

4  税 の 検

査 の 実 施  

(略 ) 

 

～ 略 ～  

町 民 部  

主

管

課

の

区

分  

決 裁

区 分  

 

 

決 裁

事 項

町

長

副

町

長

部 長  課 長  摘

要  

(略 )  

町

民

窓

口

課  

戸 籍    審 査 請 求

書 の 処 理  

1  納 税 管

理 人 申 告

書 の 処 理  

2  徴 収 の

受 託  

3  町 税 の

調 定  

4  税 の 検

査 の 実 施  

(略 ) 

 

～ 略 ～  

 

 

 

 (第 2条 関 係 )寒 川 町 文 書 取 扱 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  

(文 書 の 種 別 及 び 種 目 ) 

第 40条  文 書 の 種 別 は 、お お む ね 次 の と お

り と す る 。  

第 1種 に 属 す る 文 書  

(1)～ (5) (略 ) 

( 6 )  訴 訟 及 び 異 議 の 申 立 て に 関 す

る 書 類  

(7)～ (17) (略 ) 

～ 略 ～  

(文 書 の 種 別 及 び 種 目 ) 

第 40条  文 書 の 種 別 は 、お お む ね 次 の と お

り と す る 。  

第 1種 に 属 す る 文 書  

(1)～ (5) (略 ) 

( 6 )  訴 訟 及 び 不 服 申 立 て に 関 す る

書 類  

(7)～ (17) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  
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 (第 3条 関 係 )寒 川 町 マ イ ク ロ フ ィ ル ム 文 書 取 扱 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  

(原 文 書 の 廃 棄 の 特 例 ) 

第 17条  原 文 書 の 廃 棄 に つ い て は 、 第 11

条 第 1項 第 1号 の 規 定 に よ る 検 査 に 合 格

し た と き は 、廃 棄 す る も の と す る 。た だ

し 、次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る も の で 、総

務 課 長 が 特 に 保 存 の 必 要 を 認 め る も の

は 、 こ の 限 り で な い 。  

(1) 法 令 に 保 存 期 間 の 定 め の あ る も の  

(2) 行 政 不 服 審 査 法 (昭 和 37年 法 律 第 1

60号 )に よ る 不 服 申 し 立 て 若 し く は 訴

訟 に 関 係 し 、又 は 関 係 す る こ と が 予 想

さ れ る も の  

(3) 原 文 書 を そ の ま ま 保 存 す る こ と が

適 当 と 認 め ら れ る も の  

～ 略 ～  

(原 文 書 の 廃 棄 の 特 例 ) 

第 17条  原 文 書 の 廃 棄 に つ い て は 、 第 11

条 第 1項 第 1号 の 規 定 に よ る 検 査 に 合 格

し た と き は 、廃 棄 す る も の と す る 。た だ

し 、次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る も の で 、総

務 課 長 が 特 に 保 存 の 必 要 を 認 め る も の

は 、 こ の 限 り で な い 。  

(1) 法 令 に 保 存 期 間 の 定 め の あ る も の  

(2) 行 政 不 服 審 査 法 (平 成 26年 法 律 第 6

8号 )に よ る 不 服 申 立 て 若 し く は 訴 訟

に 関 係 し 、又 は 関 係 す る こ と が 予 想 さ

れ る も の  

(3) 原 文 書 を そ の ま ま 保 存 す る こ と が

適 当 と 認 め ら れ る も の  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 4条 関 係 )寒 川 町 公 用 文 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  

別 記 様 式 (第 7条 関 係 ) 

～ 略 ～  

3 一 般 文 の 書 式 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) (略 ) 

(2) 部 外 文 書  

  ア  (略 ) 

  イ  そ の 他 の 文 書  

   (ア ) (略 ) 

   (イ ) 裁 決 書  

○ ○ ○ 第 ○ ○ 号 × 

裁 決 (決 定 )書  

審 査 請 求 (異 議 申 立 )人  

住 所  

氏 名 × 

×上 記 の 者 か ら 提 出 さ れ た ○ ○ ○ ○

○ に 関 す る 審 査 請 求 (異 議 申 立 て )に

～ 略 ～  

別 記 様 式 (第 7条 関 係 ) 

～ 略 ～  

3 一 般 文 の 書 式 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) (略 ) 

(2) 部 外 文 書  

  ア  (略 ) 

  イ  そ の 他 の 文 書  

   (ア ) (略 ) 

   (イ ) 裁 決 書  

○ ○ ○ 第 ○ ○ 号 × 

裁  決  書    

審 査 請 求 人        

住 所  

氏 名 × 

×上 記 の 者 か ら 提 出 さ れ た ○ ○ ○ ○

○ に 関 す る 審 査 請 求       に
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つ い て 、 次 の と お り 裁 決 (決 定 )す る 。 

×主 文  

×○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 。  

×理 由  

×○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 。  

×教 示  

×○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 。  

×× ○ 年 ○ 月 ○ 日  

寒 川 町 長 ×○ ○ ○ ○ □印 × 

 

つ い て 、 次 の と お り 裁 決    す る 。 

×主 文  

×○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 。  

×理 由  

×○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 。  

×教 示  

×○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 。  

×× ○ 年 ○ 月 ○ 日  

寒 川 町 長 ×○ ○ ○ ○ □印 × 

 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(改 正 附 則 ) 

 

附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 訓 令 は 、 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 の

日 (平 成 28年 4月 1日 )か ら 施 行 す る 。  

(経 過 措 置 の 原 則 ) 

2  町 長 等 (処 分 権 限 を 有 す る 町 の 機 関 を

い う 。 以 下 同 じ 。 )の 処 分 そ の 他 の 行 為

又 は 不 作 為 に つ い て の 不 服 申 立 て で あ

っ て こ の 訓 令 の 施 行 前 に さ れ た 町 長 等

の 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は こ の 訓 令 の 施

行 前 に さ れ た 申 請 に 係 る 町 長 等 の 不 作

為 に 係 る も の に つ い て は 、な お 従 前 の 例

に よ る 。  

 

 


